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定款一部変更について 

 

当社は、2022 年１月 13 日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年１月 28 日開

催の第 14 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、開示時期につきまして、適正な開示時期より遅延しておりました点、お詫び申し上げます。 

 

１．定款変更の目的 

（１）当会社の安定的な発展のため、コンプライアンス体制の強化として、当会社を監査役会設置

会社にするものであります。 

（２）当会社の取締役、及び監査役について、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十

分に発揮できるようにするため、責任限定契約に関する規定と、責任を法令の範囲内で一部免除

できる規定を新設するものであります。 

 

２．日程 

定款変更のための株主総会開催日 2022 年１月 28 日 

定款変更の効力発生日      2022 年１月 28 日 

 

３.定款変更の内容 

変更の内容は別紙のとおりです。 
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【別紙】変更内容 

（下線は変更部分) 

現 行 定 款 変  更  案 

第 1 章 総則 

 

第１条～第３条（条文省略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

第４条（条文省略） 

 

第２章 株式 

 

第５条～第 11 条（条文省略） 

 

第３章 株主総会 

 

第 12 条～第 17 条（条文省略） 

 

第４章 取締役 

 

第 18 条～第 21 条（条文省略） 

 

第５章 取締役会 

 

第 22 条 当会社は、取締役会を設置する。 

 

第 23 条～第 28 条（条文省略） 

 

（新設） 

 

 

第 1 章 総則 

 

第１条～第３条（現行どおり） 

 

（機関） 

第４条 当会社は、株主総会および取締役の 

ほか、次の機関を置く。 

（1）取締役会 

（2）監査役 

（3）監査役会 

 

第５条（現行どおり） 

 

第２章 株式 

 

第６条～第 12 条（現行どおり） 

 

第３章 株主総会 

 

第 13 条～第 18 条（現行どおり） 

 

第４章 取締役および取締役会 

 

第 19 条～第 22 条（現行どおり） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

第 23 条～第 28 条（現行どおり） 

 

（取締役の責任免除） 

第 29 条 当会社は、会社法第 426 条第１項の規定

により、任務を怠ったことによる取締役（取締役で



2 

 

現 行 定 款 変  更  案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 29 条（条文省略） 

 

第６章 監査役 

 

（監査役の設置） 

第 30 条 当会社は、監査役を置く。 

 

第 31 条～第 33 条（条文省略） 

 

（報酬等） 

第 34 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によ

って定める。 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

あった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度に

おいて、取締役会の決議によって免除することがで

きる。 

２ 当会社は、会社法第 427 条第１項の規定によ

り、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）

との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を

限定する契約を締結することができる。ただし、当

該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額 

とする。 

 

第 30 条（現行どおり） 

 

第５章 監査役および監査役会 

 

（削除） 

 

 

第 31 条～第 33 条（現行どおり） 

 

変更案第 37 条に移設 

 

 

 

（常勤の監査役） 

第 34 条 監査役会は、その決議によって常勤の監

査役を選定する。 

 

（監査役会の招集通知） 

第 35 条 監査役会の招集通知は、会日の３日前ま

でに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要

性があるときは、この期間を短縮することができ

る。 

２ 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続

きを経ないで監査役会を開催することができる。 
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現 行 定 款 変  更  案 

（新設） 

 

 

 

 

現行定款第 34 条より移設 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

第７章 計算 

 

第 35 条～第 37 条（条文省略） 

 

 

                 以 上 

（監査役会規程） 

第 36 条 監査役会に関する事項は、法令または本

定款のほか、監査役会において定める監査役会規程

による。 

 

（報酬等） 

第 37 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によ

って定める。 

 

（監査役の責任免除） 

第 38 条 当会社は、会社法第 426 条第１項の規定

により、任務を怠ったことによる監査役（監査役で

あった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度に

おいて、取締役会の決議によって免除することがで

きる。 

２ 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ

り、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害

賠償責任を限定する契約を締結することができる。

ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が

規定する額とする。 

 

（監査役会の議事録） 

第 39 条 監査役会における議事の経過の要領及び

その結果については、これを法務省令で定めるとこ

ろにより記載又は記録した議事録を作成する。 

 

第６章 計算 

 

第 40 条～第 42 条（現行どおり） 

 

 

                 以 上 

 


